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条   例 

奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 3年1月21日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 1号 

奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

奈良市特別職の職員の給与に関する条例（昭和 27年奈良市条例第 29号）の一部を次のように改正する。 

 附則中第 16項を第17項とし、第 13項から第15項までを 1項ずつ繰り下げ、第12項の次に次の 1項を加える。 

13 令和 3年 2月 1日から同月 28日までの間、市長等の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額

から、その額に 100分の 10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第 5条、第 6条及び第 7条第 2項の規定

を適用する場合における給料月額は、同表に規定する額とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（令和 3年1月21日掲示済） 

 

規   則 

奈良市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 3年1月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 1号 

奈良市行政組織規則の一部を改正する規則 

奈良市行政組織規則（平成14年奈良市規則第43号）の一部を次のように改正する。 

第2条の表健康医療部の部中 

「     

 健康増進課 管理係 検診推進係 成人保健係  を 

   」  

「     

 健康増進課 管理係 検診推進係 成人保健係  

に改める。  新型コロナウイルスワク

チン接種推進室 

 

 

   」  

第36条の4管理係の部分の第 2号中「こと」の次に「（新型コロナウイルスワクチン接種推進室の主管に属するも

のを除く。）」を加え、同条に次の 1項を加える。 

2 健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種推進室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備に関すること。 

(2) 新型コロナウイルスワクチンの接種に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

(3) 新型コロナウイルスワクチンの接種に係る広報に関すること。 

(4) その他新型コロナウイルスワクチンの接種に関すること。 

附 則 

 （施行期日） 

1 この規則は、令和3年1月 12日から施行する。 

（奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正） 

2 奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和 43年奈良市規則第 2号）の一部を次のように改正する。 

別表第1の5級の項を次のように改める。 
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5級 1 所長補佐の職務 

2 室長補佐の職務 

3 場長補佐の職務 

4 保健所・教育総合センター管理室長の職務 

 5 市民サービスセンター所長の職務 

6 東寺林連絡所長の職務 

7 人権文化センター所長の職務 

8 西部出張所課長の職務 

9 行政センター課長の職務 

10 こども園副園長、保育園副園長及び幼稚園副園長の職務 

11 こども家庭相談室長の職務 

12 新型コロナウイルスワクチン接種推進室長の職務 

13 保健センター所長の職務 

14 衛生浄化センター所長の職務 

15 奈良阪処分地管理事務所長の職務 

16 消費生活センター長の職務 

17 土木管理センター所長の職務 

18 消防署長補佐、中隊長及び消防分署長の職務 

19 指揮支援隊長の職務 

20 史料保存館長の職務 

21 西部図書館長及び北部図書館長の職務 

22 学校給食センター所長の職務 

23 選挙管理委員会事務局次長の職務 

24 農業委員会事務局次長の職務 

（令和3年1月8日掲示済） 

 

奈良市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 3年1月27日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 2号 

奈良市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の一部を改正する規則 

奈良市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則（令和 2年奈良市規則第 17号）の一部を次のよう

に改正する。 

第 19条第 1項中「及び条例第 23条に規定する宿日直勤務」を「、条例第 23条に規定する宿日直勤務及び条例第

24条の2に規定する特殊勤務」に改める。 

第 25条第 4項中「及び条例第 23条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額」を「、条例第 23条に規定する宿日直

勤務に係る報酬の額及び条例第 24条の2に規定する特殊勤務に係る報酬の額」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和 3年1月27日掲示済） 

 

奈良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 3年1月27日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 3号 

奈良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施規則の一部を改正する規則 
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奈良市在宅要介護者紙おむつ等支給事業実施規則（平成27年奈良市規則第94号）の一部を次のように改正する。 

第2条第4号中「本人及びその同居の家族が」を「本人の」に、「次条」を「以下この号、次条」に、「の所得割」

を「及び同居の家族の当該年度分の市区町村民税所得割」に改める。 

附 則 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

（令和 3年1月27日掲示済） 

 

奈良市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 3年1月27日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 4号 

奈良市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 

奈良市食品衛生法施行細則（平成 14年奈良市規則第9号）の一部を次のように改正する。 

第7条第2項第1号に次のように加える。 

ウ 省令第67条第1項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、営業を譲り受けたことを証する書類 

 第15条を次のように改める。 

 （営業の届出） 

第15条 省令第70条の2に規定する届出書は、営業届（別記第 11号様式）とする。 

第16条中「別記第13号様式」を「別記第 12号様式」に改める。 

別記第 3号様式中 

「 

 

 

 

 

 

                                         を 

 

 

 

 

 

                                          」 

「 

 

 

 

 

 

    

に改める。 

 

 

 

 

 

                                    

                                         」 
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別記第 6号様式中「戸籍謄本」の次に「又は不動産登記規則（平成 17年法務省令第18号）第247条第5項の規定

により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し」を加える。 

 別記第 11号様式を次のように改める。 
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第11号様式（第15条関係） 
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別記第 12号様式を削り、別記第 13号様式を別記第12号様式とする。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第 15条、第 16条及び別記第11号様式の改正規定並びに別記第 12

号様式を削り、別記第 13号様式を別記第 12号様式とする改正規定は、令和 3年6月 1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市食品衛生法施行細則の規定に基づき作成されている用

紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

（令和 3年1月27日掲示済） 

 

告   示 

奈良市告示第 5号 

 奈良市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額の軽減制度事業実施要綱の一部を改正する告示を次の

ように定める。 

 令和 3年1月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額の軽減制度事業実施要綱の一部を改正する告示 

奈良市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額の軽減制度事業実施要綱（平成 12年奈良市告示第325

号）の一部を次のように改正する。 

附則中第 9項を第10項とし、第 8項を第9項とし、第7項の次に次の1項を加える。 

8 令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事

業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、

引き続き第 3条の規定に該当する者の軽減割合は、別表の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担額につ

いては 4分の1（老齢福祉年金受給者は 2分の1）を原則とし、居住費に係る利用者負担額については全額とする。 

   附 則 

 この告示は、令和 3年1月4日から施行し、この告示による改正後の奈良市社会福祉法人等による介護保険サービ

ス利用者負担額の軽減制度事業実施要綱附則第 8項の規定は、令和 2年 10月 1日以後に提供されるサービスに係る

軽減から適用する。 

（令和3年1月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 21号 

奈良市介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援事業補助金交付要綱を次のよ

うに定める。 

令和 3年1月18日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援事業補助金交付要綱 

（目的） 

第1条 介護ロボット及びＩＣＴの導入により介護従事者の負担軽減及び業務の効率化を図り、もって介護現場の生

産性向上に資するため、介護施設等において大規模修繕を実施する際に介護ロボット又はＩＣＴの導入をあわせて

行う場合において、当該機器等を導入するために必要な経費について、予算の範囲内において奈良市介護施設等の

大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ものとし、その交付に関しては、社会福祉法人の助成申請手続きに関する条例（昭和 47年奈良市条例第23号）及

び奈良市補助金等交付規則（昭和 59年奈良市規則第 23号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

（定義） 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 介護施設等 次に掲げる施設をいう。 
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ア 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。）

及び併設されるショートステイ（介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第8条第9項に規定す

る短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。）用居室 

イ 介護老人保健施設（法第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。） 

ウ 介護医療院（法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。） 

エ ケアハウス（老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームのうち、法第41条第1項の規定により特定施設

入所者生活介護の指定を受けたものをいう。） 

オ 養護老人ホーム（老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。） 

カ 介護付きホーム（老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームのうち、法第41条第1項の規定により特

定施設入所者生活介護の指定を受けたものをいう。） 

キ 認知症高齢者グループホーム（法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及び法第8条の2第15項

に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所をいう。） 

ク 小規模多機能型居宅介護事業所（法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第8条の2第14項

に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所をいう。） 

ケ 看護小規模多機能型居宅介護事業所（介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第17条の12に規定す

る看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所をいう。） 

コ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う

事業所をいう。） 

(2) 介護ロボット 地域医療介護総合確保基金管理運営要領（平成26年9月12日付医政発0912第5号、老発0912第1

号、保発0912第2号厚生労働省医政局長、老健局長、保健局長通知。以下「管理運営要領」という。）別記2の2(28)

ロの介護ロボット導入支援事業の対象となっている機器等をいう。 

(3) ＩＣＴ 管理運営要領別記2の2(28)ハのＩＣＴ導入支援事業の対象となっている機器等をいう。 

(4) 大規模修繕 管理運営要領別記1-1の2(2)イに規定する大規模修繕をいう。 

（補助対象事業者） 

第 3 条 補助金の交付を受けることができる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、市内に介護施設等を有

し、及び運営する事業者であって、法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告（当該申告の義務を有する

者に限る。）を行い、かつ、本市の市税（法人の市民税、固定資産税及び都市計画税、軽自動車税、特別土地保有税

並びに事業所税をいう。）を滞納していないものとする。 

（補助対象事業） 

第4条 補助金の交付を受けることができる事業（以下「補助対象事業」という。）は、管理運営要領別記 1-1の2(2)

イ及び奈良県施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱（令和 2年10月16日付介保第 262号奈良県医療・介護

保険局長通知。以下「県交付要綱」という。）第 2条第 1号イに規定する介護施設等の大規模修繕の際にあわせて

行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援事業の対象となる事業とする。ただし、次に掲げる事業については、補助の

対象としない。 

(1) 既に実施している事業 

(2) 他の補助制度により、当該事業の経費の一部又は全部に補助を受けている事業 

（補助対象経費） 

第5条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、介護施設等の大規模修繕の際にあわせ

て行う介護ロボット・ＩＣＴの導入に必要な経費とする。ただし、次に掲げる費用は、補助の対象としない。 

(1) 介護ロボット・ＩＣＴ以外の設備整備等の費用 

(2) その他補助対象事業として適当と認められない費用 

（補助金の額） 

第6条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる交付基礎単価に同表

の右欄に掲げる単位の数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、その額と

総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額（その額に 1,000円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）とする。 

対象施設 交付基礎単価 単  位 
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特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 

介護老人保健施設 

介護医療院 

ケアハウス 

養護老人ホーム 

介護付きホーム 

認知症高齢者グループホーム 

小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

420,000円 定員数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 7,000,000円 施設数 

（補助金交付申請の添付書類） 

第7条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

(1) 申請額算出内訳書（別記第 1号様式） 

(2) 事業計画書（別記第2号様式） 

(3) 介護ロボット等導入計画書（別記第 3号様式） 

(4) 誓約書（別記第4号様式） 

(5) 市税の滞納がないことの証明書（申請日前 30日以内に交付を受けたものに限る。） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金交付の条件） 

第8条 この要綱による補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 補助対象事業者は、市長の承認を受けて財産を処分することにより、収入が生じた場合には、その収入の全部

又は一部を市に納付することがあること。 

(2) 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。 

(3) 補助対象事業者は、補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。 

(4) 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業

により取得し、又は効用の増加した単価 30 万円以上の機械及び器具及びその他の財産については、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。）第 14条

第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交

付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。 

(5) 補助対象事業者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記第 5号様

式）により速やかに市長に報告すること。なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の 1支部、1支

社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費

税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。この

場合において、市長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

(6) 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について

証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（補助対象事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後 5年間保管すること。ただし、補助対象事業により取

得し、又は効用の増加した単価 30 万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が

完了する日、又は適化法施行令第 14条第 1項第 2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日

のいずれか遅い日まで保管すること。 

(7) 補助対象事業者は、補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う

契約手続の取扱いに準拠すること。  

 （完了実績報告の添付書類） 

第9条 規則第14条第2号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

(1) 精算額算出内訳書（別記第 6号様式） 
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(2) 事業実績報告書（別記第 7号様式） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（介護ロボット等の使用状況の報告） 

第 10条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了した日の属する年度を初年度として 3年間、使用状況の報告を年

度毎に行うものとし、その報告は介護ロボット等導入効果報告書（別記第 8号様式）を報告対象の年度の翌年度の

4月末日までに提出することにより行うものとする。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

附 則 

この告示は、令和 3年1月18日から施行する。  
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別記 

第1号様式（第7条関係） 
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第2号様式（第7条関係） 
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第3号様式（第7条関係） 

（その 1） 
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（その 2） 
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第4号様式（第7条関係） 
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第5号様式（第8条関係） 
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第6号様式（第9条関係） 
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第7号様式（第9条関係） 
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第8号様式（第10条関係） 

（その1） 
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（その 2） 
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（令和 3年1月18日掲示済） 

 

公 営 企 業 

奈良市企業局管理規程第 1号 

奈良市水道料金等収納事務委託規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和 3年1月25日 

奈良市公営企業管理者  池 田   修  

奈良市水道料金等収納事務委託規程の一部を改正する規程 

奈良市水道料金等収納事務委託規程（平成 6年奈良市水道局管理規程第 11号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

奈良市企業局公金徴収事務等委託規程 

第1条中「第33条の2」の次に「及び地方公営企業法施行令（昭和 27年政令第403号）第 26条の4」を加え、「よ

り奈良市企業局の業務に係る水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び手数料等（以下「公金」と

いう。）の」を「基づき、公金の徴収又は」に、「収納事務」を「徴収事務等」に改める。 

第2条から第5条までを次のように改める。 

（用語の定義） 

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 公金 次に掲げるものをいう。 

ア 奈良市水道事業給水条例（昭和 33年奈良市条例第 14号）第26条及び第27条に定める料金 

イ 奈良市下水道条例（昭和 51年奈良市条例第16号）第 18条に定める使用料 

ウ 奈良市農業集落排水処理施設条例（平成 12年奈良市条例第 43条）第16条に定める使用料 

エ 量水器ボックス又はその蓋の売却代金 

オ アからエまでに掲げるもののほか、奈良市企業局の業務に係る手数料その他奈良市公営企業管理者（以下「管

理者」という。）が指定するもの 

(2) 徴収の事務 次に掲げるものをいう。 

ア 前号アからウまでに掲げる公金に係る計量業務、メーター取替業務、窓口業務、開閉栓業務その他これらの

業務に付随する業務 

イ 公金を収納する業務並びにこれに付随する徴収業務及び滞納整理業務 

(3) 収納の事務 前号イに掲げる業務（徴収業務及び滞納整理業務を除く。）をいう。 

(4) コンビニ収納事務 コンビニエンスストアにおける収納の事務をいう。 

(5) スマホ収納事務 スマートフォン等の電子機器による決済サービスを利用した収納の事務をいう。 

(6) 収納代行会社 収納した公金及び収納データを管理者に代わってコンビニ収納事務を提供する法人及びスマホ

収納事務を提供する法人（以下「収納事務取扱者」という。）から受け取り、取りまとめるサービスを提供する会

社をいう。 

(7) 電子マネー 資金決済に関する法律（平成21年法律第 59号）第3条に定める前払式支払手段をいう。 

(8) 奈良市企業局出納取扱金融機関 奈良市企業局会計規程（平成26年奈良市企業局管理規程第 9号）第12条第

2項に定める金融機関をいう。 

（委託の基準） 

第3条 管理者は、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合は、次の各号のいずれにも該当す

る私人に徴収事務等を委託することができる。 

(1) 徴収事務等を安定的、かつ、確実に遂行するための実績その他の事由を有していると認められる者 

(2) 収納した公金を安全に保管できると認められる者 

(3) 知り得た情報を安全に管理できると認められる者 

2 収納の事務のうち、コンビニ収納事務及びスマホ収納事務については、前項の規定に該当する収納代行会社に委託

するものとする。 

（告示及び公表） 

第4条 管理者は、徴収事務等を私人に委託したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 
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(1) 徴収事務等の委託を受託した者（以下「受託者」という。）及び収納事務取扱者の住所及び氏名 

(2) 委託した事務の範囲 

(3) 委託した期間 

2 管理者は、前項の告示をしたときは、管理者が必要と認める事項をホームページその他の市民が見やすい方法によ

り公表するものとする。 

（公金の収納方法） 

第5条 収納の事務は、次の各号に掲げるものにより公金を収納するものとする。 

(1) コンビニ収納事務 現金 

(2) スマホ収納事務 電子マネー又は預金 

(3) 前2号以外の収納の事務 現金又は小切手 

2 前項第1号及び第2号に掲げる収納の事務は、管理者の発行する納入通知書に記載されたバーコードを読み取り、

公金を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が、次の各号の一に該当するものであるときは、これに

より公金を収納してはならない。 

 (1) バーコードの記載のないもの 

 (2) バーコードの読み取りが不可能なもの 

 (3) 納入金額、納入義務者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの 

3 第 1項第 3号の収納の事務において、管理者の発行する納入通知書により公金を収納する場合は、当該納入通知

書が、納入金額、納入義務者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なものであるときは、公

金を収納してはならない。 

第7条を第8条とし、第6条第 1項中「コンビニ公金収納事務受託者」を「収納代行会社」に、「管理者の」を「取

りまとめたときは、当該公金を管理者が」に改め、「又は奈良市企業局収納取扱金融機関」を削り、同条第 2項中「委

託業務公金収納事務受託者」を「収納代行会社以外の受託者」に改め、「収納した」を削り、「公金を」の次に「収納

したときは、当該公金を」を加え、同条第 3項中「コンビニ公金収納事務受託者又は委託業務公金収納事務受託者は、

第1項又は前項」を「受託者は前 2項」に改め、同条を第 7条とする。 

第5条の次に次の1条を加える。 

（領収書の交付） 

第 6 条 受託者又は収納事務取扱者が公金を収納したときは、それぞれ事前に管理者に届出をした収納印を押印し、

納付者に領収書を交付しなければならない。ただし、スマホ収納事務による場合は、この限りでない。 

   附 則 

（施行期日） 

1 この規程は令和3年2月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この規程による改正後の奈良市企業局公金徴収事務等委託規程第 2条及び第 5条から第 7条までの規定は、この

規程の施行の日以後に発行する納入通知書に係る公金の収納について適用し、同日前に発行する納入通知書に係る

公金の収納については、なお従前の例による。 

 （奈良市企業局会計規程の一部改正） 

3 奈良市企業局会計規程（平成 26年奈良市企業局管理規程第 9号）の一部を次のように改正する。 

  第33条第3項中「水道料金等収納事務委託」を「公金徴収事務等委託」に改める。 

（令和 3年1月25日掲示済） 

 

奈良市企業局管理規程第 2号 

奈良市企業局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和 3年1月25日 

奈良市公営企業管理者  池 田   修  

奈良市企業局会計規程の一部を改正する規程 

奈良市企業局会計規程（平成 26年奈良市企業局管理規程第 9号）の一部を次のように改正する。 

第45条第1項中「次に掲げる区分により」を削り、同項に後段として次のように加える。 

 この場合において、請求書の氏名の記載は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、自署によることとす
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る。 

第45条第1項各号を次にように改める。 

(1) 前条第 2項のその他証拠となる書類等一連の書類により主管課長が適正な請求書であると認めたもの 

(2) 当該請求書に係る契約書又は請書があるもの 

(3) 債権者の押印があるもの 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、特に管理者が認めるもの 

第45条第2項を削る。 

第123条中「午後3時」を「午後 2時」に改める。 

附 則 

この規程は、令和 3年2月1日から適用する。 

（令和 3年1月25日掲示済） 

 

教 育 委 員 会 

奈良市教育委員会告示第 3号 

 奈良市立学校特認校制度に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和 3年1月29日 

奈良市教育委員会      

教育長 北 谷 雅 人  

奈良市立学校特認校制度に関する要綱の一部を改正する告示 

奈良市立学校特認校制度に関する要綱（令和元年奈良市教育委員会告示第 15号）の一部を次のように改正する。 

第11条第1項中「児童」の次に「（以下の条において「特認校就学児童」という。）」を加え、同条に次の 1項を加

える。 

2 特認校就学児童の保護者は、特認校就学継続確認書（別記第 8号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

 別記第 2号様式中「奈良市学校特認校」を「特認校」に改める。 

 別記様式に次の 1様式を加える。  
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第8号様式（第11条関係） 
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   附 則 

この告示は、令和 3年2月1日から施行する。 

（令和 3年1月29日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 1号 

 奈良市の投票区について（平成 9年奈良市選挙管理委員会告示第 34号）の一部を次のように改正し、令和 3年 1

月19日から施行します。 

令和 3年1月19日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

第67投票区の項中「中登美ヶ丘三丁目（2番地及び5番地）」を「中登美ヶ丘三丁目」に改める。 

第79投票区の項中「中登美ヶ丘三丁目（2番地及び5番地を除く。）、中登美ヶ丘四丁目」を「中登美ヶ丘四丁目」

に改める。 

（令和 3年1月19日掲示済） 

 

正 誤 表 

平成 31年2月18日付け奈良市公報第 372号 

ページ 行 誤 正 

22 下から12 童  児童  

令和 3年2月1日付け奈良市公報第 43号 

ページ 誤 正 

1 奈良市公報号外第 11号に掲載 令和4年奈良市公報号外第1号に掲載 

令和 3年2月16日付け奈良市公報第 44号 

ページ 誤 正 

1、2 奈良市公報号外第 11号に掲載 令和4年奈良市公報号外第1号に掲載 

 

 

 


